
令 和 6 年 度  公 園 及 び 児 童 遊 園 等 （ 指 定 管 理 者 ） 監 査 の 結 果 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 9 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 監 査 の 結 果 を

公 表 し ま す 。  

令 和 7 年 3 月 26 日  

 

 

東 京 都 北 区 監 査 委 員   佐  藤  明  充  

同           西  村  泰  信  

同           ふ る た  し の ぶ  

同           石  川  さ え だ  

 

 

記  

 

１  監 査 実 施 日 、 監 査 対 象 等  

 

監 査 実 施 日  

 

 

監 査 対 象  

 

 

場 所  

 

 

指定管理者 

 

 

所 管 課  

 

 

 

 

令 和 ６ 年  
12 月 16 日  

（ 月 ）  

 

 

清 水 坂 公 園  

 

稲 付 公 園  

 

西 が 丘 三 ツ 和 公 園  

 

十 条 仲 原 四 丁 目 児 童 遊 園  

 

十 条 仲 原  

4-2-1 

赤 羽 西  

3-19-5 

西 が 丘  

2-4-1 

十 条 仲 原  

 4-10-5 

 

 

 

 

日 本 製 紙  

総 合 開 発  

株 式 会 社  

 

 

 

道 路 公 園 課  

 

２  監 査 事 項 及 び 範 囲   

令 和 5 年 度 及 び 令 和 6 年 度 の 監 査 実 施 ま で の 期 間 に お け る 財 務 に 関 す る

事 務 及 び 施 設 の 管 理 状 況 に つ い て 監 査 を 実 施 し た 。  

                            （ 単 位 ： 円 ）  

施 設 名  指 定 管 理 期 間  
令 和 5 年 度  

指 定 管 理 料  

清 水 坂 公 園  

稲 付 公 園  

西 が 丘 三 ツ 和 公 園  

十 条 仲 原 四 丁 目 児 童 遊 園  

 

令 和 4 年 4 月 1 日  

 ～ 令 和 7 年 3 月 31 日  61,261,000 

 

          



３  監 査 の 主 な 着 眼 点  

（ １ ） 所 管 課  

  ①  事 業 報 告 書 の 点 検 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

  ②  委 託 業 務 履 行 の 状 況 を 正 確 に 把 握 し 、 必 要 な 指 示 を 適 切 に 与 え て い

る か 。  

（ ２ ） 指 定 管 理 者  

  ①  施 設 の 管 理 業 務 は 、 適 切 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か 。  

  ②  施 設 の 災 害 対 策 や 防 犯 対 策 は 万 全 か 。  

  ③  区 有 財 産 （ 物 品 等 ） は 、 適 切 に 管 理 さ れ て い る か 。  

  ④  事 業 報 告 書 は 適 正 に 作 成 さ れ て い る か 。(管 理 業 務 の 実 施 状 況 及 び 利

用 状 況 、 料 金 収 入 の 実 績 や 管 理 経 費 の 収 支 状 況 等 ) 

  ⑤  利 用 者 満 足 度 を 把 握 ・ 分 析 し 、 そ の 結 果 を 反 映 さ せ て い る か 。  

  ⑥  料 金 収 入 や 、 施 設 の 管 理 に 関 す る 収 支 に 係 る 会 計 処 理 が 適 正 に 行 わ

れ て い る か 。  

  ⑦  出 納 関 係 帳 簿 の 記 帳 、 保 存 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

  ⑧  領 収 書 類 の 整 理 、 保 存 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

 

４  監 査 結 果  

  指 定 管 理 に 係 る 財 務 に 関 す る 事 務 及 び 施 設 の 管 理 に つ い て は 、 概 ね 適 正

に 行 わ れ て い る と 認 め ら れ た 。  

し か し な が ら 、一 部 に は 次 に 示 す よ う な 、指 摘 事 項 が あ っ た の で 、早 急

に 是 正 、改 善 を 検 討 さ れ た い 。講 じ た 措 置 に つ い て は 、後 日 報 告 さ れ た い 。  

 

 

 

指 摘 事 項  

 

 

１  北 区 は 、日 本 製 紙 総 合 開 発 株 式 会 社（ 以 下「 会 社 」と い う 。）を 指 定 管

理 者 と し 、 令 和 4 年 4 月 1 日 か ら 、 清 水 坂 公 園 ほ か ２ 公 園 ・ 児 童 遊 園

の 管 理 を 行 っ て い る 。  

会 社 は 、 公 園 利 用 者 の 利 便 に 供 す る た め 、 東 京 都 北 区 立 清 水 坂 公 園 等

の 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書（ 以 下「 協 定 書 」と い う 。）第 ３ ５ 条 第 ２ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 自 主 事 業 と し て 、 都 市 公 園 法 第 ５ 条 に よ る 公 園 施 設 設 置

許 可 を 得 て 、 飲 料 用 自 動 販 売 機 ４ 台 を 設 置 し て い る 。  

公 園 施 設 設 置 許 可 書 に 記 載 さ れ て い る 許 可 条 件 で は 、 自 動 販 売 機 の 維

持 管 理 に つ い て は 、 会 社 の 負 担 に お い て 行 う こ と と さ れ て い る 。  

ま た 、 協 定 書 第 ３ ５ 条 第 ４ 項 に よ れ ば 、 自 主 事 業 の 収 支 を 明 ら か に し

た 書 類 の 提 出 、同 条 5 項 で は 、自 動 販 売 機 の 設 置 に お い て は 、売 上 額 か

ら 管 理 経 費 を 控 除 し た 額 を 基 準 に 50％ を 区 へ 還 元 す る も の と さ れ て い

る 。  



自 主 事 業 収 支 報 告 書（ 令 和 5 年 度 ）に お け る 、飲 料 用 自 動 販 売 機 の 収

支 を 確 認 し た と こ ろ 、 収 入 に は 自 動 販 売 機 設 置 事 業 者 か ら の 売 上 収 入

1,123,849 円 と 電 気 使 用 料 124,243 円 を 合 わ せ た 額 1,248,092 円

を 計 上 し て い る 。  

一 方 、支 出 に は 自 動 販 売 機 設 置 に よ る 公 園 の 土 地 使 用 料 19,008 円 及

び 北 区 納 付 金 614,000 円 と あ る が 、 電 気 事 業 者 に 支 払 っ た 自 動 販 売 機

分 の 電 気 使 用 料 の 記 載 が な か っ た 。 会 社 が 、 電 気 事 業 者 に 支 払 っ た 電 気

使 用 料 を 計 上 し て い れ ば 、 区 納 付 金 は 、 552,000 円 と な る と こ ろ 、

62,000 円 過 大 と な っ て い る 。  

会 社 及 び 所 管 課 に お い て は 、 自 主 事 業 の 収 支 報 告 書 の 修 正 を 行 い 、 納

付 金 の 精 算 を 行 う と と も に 、 協 定 書 に 沿 っ た 適 正 な 事 務 執 行 に 努 め ら れ

た い 。  

 

（ 日 本 製 紙 総 合 開 発 株 式 会 社 ）  

（ 道 路 公 園 課 ）  

 

 

２  稲 付 公 園 の 公 園 台 帳 を 確 認 し た と こ ろ 、地 域 振 興 部 地 域 振 興 課 所 管 の 、

稲 付 ふ れ あ い 館 （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ２ 階 建 、 延 べ 面 積 92.82 ㎡ ） 及

び 町 会 倉 庫（ 木 造 平 屋 建 、延 べ 面 積 9.7 ㎡ ）が 、占 用 物 件 と し て 記 載 さ

れ て い た 。  

公 園 台 帳 に よ れ ば 、 占 用 期 間 は 平 成 20 年 10 月 1 日 ～ 平 成 30 年 9

月 30 日 と し て 、期 日 が 満 了 し た ま ま 現 在 に 至 っ て い る こ と が 判 明 し た 。 

ま た 、上 記 建 物 は 、都 市 公 園 法 第 2 条 第 ９ 号 に よ る「 公 園 施 設 」に 該

当 す る と こ ろ 、 同 法 第 ６ 条 に よ る 公 園 施 設 以 外 の 工 作 物 等 と し て 誤 っ た

記 載 が さ れ て い た 。  

さ ら に 、 占 用 物 件 と 記 載 さ れ た 経 緯 の 説 明 を 求 め た と こ ろ 、 申 請 や 許

可 に 係 る 記 録 が な く 、 許 可 の 事 実 を 確 認 す る こ と も で き な か っ た 。  

所 管 課 に お い て は 、都 市 公 園 法 及 び 東 京 都 北 区 立 公 園 条 例 等 に 基 づ き 、

適 正 な 施 設 の 管 理 運 営 を 行 わ れ た い 。   

（ 道 路 公 園 課 ）  

 

 

 


